
広告

－北広島市－ ☎ 372-3311

生
活

相
談

募
集

市
民
参
加

保
健

催
し

子
育
て

ふ
れ
あ
い

動
車
税
の
免
除
を
受
け
る
場
合
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
障
が
い
の
程

度
に
は
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

障
が
い
者
用
改
造
車
両
も
該
当
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象　

①
と
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
方

①
所
有
者
の
要
件

●
身
体
・
精
神
・
知
的
障
が
い
者
本
人

か
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る

②
運
転
者
の
要
件
（
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
）

●
身
体
・
精
神
・
知
的
障
が
い
者
本
人

か
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る

●
身
体
・
精
神
・
知
的
障
が
い
者
だ
け

で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
方
を
常
時
介
護

し
て
い
る

必
要
書
類

●
身
体
障
害
者
手
帳
、戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
い
ず
れ
か

●
運
転
者
の
自
動
車
運
転
免
許
証

●
自
動
車
検
査
証
（
車
検
証
）

●
通
学
証
明
書
、
通
院
証
明
書
か
診
察

券
、
通
勤
証
明
書
な
ど
軽
自
動
車
の
使

用
目
的
が
分
か
る
も
の

申
込
み　

６
月
１
日
ま
で
に
税
務
課
（

内
線
８
２
９
）
か
各
出
張
所

＊
期
限
を
過
ぎ
る
と
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。

地
域
の
土
木
工
事
補
助

　

市
内
に
お
住
ま
い
の
方
が
、
地
域
で

自
主
的
に
道
路
や
橋
な
ど
の
補
修
・
改

良
工
事
を
す
る
場
合
、
工
事
費
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

対
象　

地
域
で
管
理
し
て
い
る
道
路
や

橋
、
排
水
施
設
で
、
工
事
費
が
５
万
円

以
上
の
公
共
性
の
あ
る
地
域
単
位
の
土

木
工
事

申
込
み　

５
月
29
日
ま
で
に
申
込
先
に

あ
る
申
込
用
紙
で
、
直
接
か
郵
送
で
土

木
事
務
所
（
〒
061
〜
１
１
１
２
共
栄
１

９
６
〜
１
・
内
線
７
５
９
）

＊
用
紙
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
く
ら

し
の
情
報
↓
生
活
・
交
通
↓
道
路
」
か

ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

林
間
学
園
・

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
森

　

身
近
な
自
然
の
学
び
の
場
、
野
外
活

動
の
場
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。
林
間

学
園
研
修
棟
・
広
場
・
炉
場
の
使
用
は
、

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

開
園
期
間　

10
月
31
日
㈯
ま
で

問
合
せ　

林
間
学
園
（
☎
373
〜
２
０
５

０
）自

然
の
森
キ
ャ
ン
プ
場

開
設
期
間　

●
５
月
の
土
・
日
曜
、
祝
日
（
翌
日
が

平
日
の
場
合
は
日
帰
り
だ
け
）

●
６
月
の
金
・
土
・
日
曜
（
日
曜
は
日

帰
り
だ
け
）

●
７
月
１
日
㈬
〜
９
月
30
日
㈬

受
付
時
間　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

入
場
時
間　

午
後
１
時
〜
５
時
（
日
帰

り
は
午
前
９
時
30
分
か
ら
）

退
場
時
間　

正
午
ま
で
（
日
帰
り
は
午

後
５
時
ま
で
）

利
用
料

申
込
み　

電
話
予
約
し
、
利
用
す
る
日

ま
で
に
使
用
許
可
申
請
書
を
提
出

●
開
設
期
間
＝
キ
ャ
ン
プ
場
管
理
棟
（

☎
377
〜
８
１
１
２
）　

●
開
設
期
間
外
＝
市
教
委
社
会
教
育
課

（
内
線
６
７
３
）

＊
炉
場
の
使
用
も
予
約
が
必
要
で
す
。

相
　
談

法
律
相
談

日
時　

５
月
14
日
㈭　

午
後
１
時
〜
４
時

会
場　

市
役
所
本
庁
舎
２
階

定
員　

先
着
６
人

＊
電
話
で
の
予
約
が
必
要
で
す
。助
言
・

相
談
で
約
25
分
間
で
す
。

申
込
み　

市
民
課
（
内
線
７
０
０
）

単位 金額
一般 宿泊１人１泊

＊日帰りは
半額です。

400円
小学～高校生 200円65歳以上
未就学児童 ー 無料
貸しテント １張り１日 500円

日時 会場
５月12日㈫

午後７時
　  〜
　９時

西の里会館
５月13日㈬ 芸術文化ホール活動室
５月14日㈭ 大曲会館
５月15日㈮ 農民研修センター
５月19日㈫ 団地住民センター

　人口減少・高齢社会の進展などを踏まえ、土地利用計画制度
の見直しを行い
ます。
　見直し素案で
は、用途地域を
変更し、建築物
の制限緩和など
をします。
　　　                  ＊直接、会場に来てください。

問合せ　都市計画課（内線761）

提出方法　５月31日までに自由様式に住所・氏名・電話番号・
意見を記入し、直接か郵送、ファクス、電子メールで都市計
画課（〒061-1192住所不要・FAX372-3850、電子メール toshik@
city.kitahiroshima.hokkaido.jp）
＊内容や結果は、担当課と各出張所、団地住民センター、エ
ルフィンパーク、図書館、中央公民館、夢プラザ、市ホーム
ページ「パブリックコメント」でご覧になれます。

パブリックコメント 意見を募集します。
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